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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月１５日（木） １９時４０分ごろ 

発生場所 長野県諏訪湖  

長野県諏訪市所在の初島西方沖６２０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°０２.９′ 東経１３８°０６.１′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 はくちょう丸、８２トン 

   １２００９６、株式会社しぶさき（Ａ社） 

   １８.４８ｍ（Lr）×５.６ｍ×１.８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２６４kＷ、平成３年５月１１日 

Ｂ プレジャーヨット ＱＵＥＥＮ
ク イ ー ン

 Ｅ
イー

－１、５トン未満（６.６５

ｍ） 

２３５－２３４７４長野、個人所有 

      ６.６５ｍ（Lr）×２.９６ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５.８８kＷ、平成２年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年４月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年２月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２０年２月２５日 

    免許証交付日 平成２５年３月１９日 

           （平成３０年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部及び右舷外板に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長が乗り組み、長野県下諏訪町の係留地

（以下「下諏訪港」という。）において、花火大会の見物客１２３人
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を乗せ、平成２５年８月１５日１７時００分ごろ出港し、諏訪湖東岸

の花火の打ち上げ場所付近へ向けて航行した。 

Ａ船は、南東の風が吹いて雨がやみ、西の空に晴れ間が見える状態

になったので、初島西方沖約４００ｍ、底質が泥で水深約４ｍの所に

１７時４０分ごろ、船首を南東方に向けて船首方及び船尾方にそれぞ

れ錨を入れ、錨に直結したアンカーロープを伸ばし、錨泊を開始し

た。 

船長Ａは、機関を停止せず、クラッチを中立にした状態で錨泊を続

けて花火大会の開始を待っていたが、風が徐々に西寄りに変化してき

たことを認めたものの、船首及び船尾方にそれぞれ錨を入れていたの

で、特に問題がないと思っていた。 

船長Ａは、花火大会開始予定時刻が近づくにつれ、Ａ船の周囲にほ

かの多くの船が錨泊し始めたことを認め、左舷方にＢ船の停泊灯が見

えたので、錨泊中のＢ船の存在も知っていた。 

Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、１８時００分

ごろ諏訪湖南東岸のヨットハーバー（以下「本件ヨットハーバー」と

いう。）を他の４隻の知り合いの船と共に出港した。 

Ｂ船は、１８時２０分ごろ、Ａ船の南東方約１５０ｍ、水深約４ｍ

の所に船首から錨を入れ、アンカーロープを伸ばし、船外機を停止せ

ず、クラッチを中立にした状態で単錨泊を開始した。 

船長Ｂは、Ｂ船の北西方に錨泊しているＡ船を視認していた。 

Ａ船は、１８時４５分ごろ激しい雷雨が降り、風向きが北西に変わ

って風速が増加するとともに、風下に圧流されて１９時過ぎごろ船尾

方の錨が走錨し、続いて船首方の錨も走錨し始めた。 

 船長Ａは、すぐに走錨に気付き、機関長に船首及び船尾のビットか

らアンカーロープを外すように指示したが、緊張して外れず、また、

慌てており、Ａ船の機関を使用することを思い付かなかった。 

船長Ａは、まだ距離はあったものの、Ａ船の風下方向に錨泊してい

る旅客船の方へ圧流されるかもしれないと思い、降雨の影響で辺りが

見にくく、そのほかの船の存在を失念していた。 

 船長Ａは、左舷中央部付近の乗客が声を出したので、操縦席から降

りて声のした方へ向かったところ、１９時４０分ごろ、Ａ船の左舷と

Ｂ船の船首とが衝突した。 

 船長Ｂは、１９時２０分ごろ、花火が降雨でほとんど見えなくなっ

て音だけが聞こえるようになり、周囲には落雷もあったので、帰るこ

とを考え、アンカーロープを確認するために船首甲板に行ったとこ

ろ、降雨で視界が悪くてよく見えなかったものの、Ｂ船に向かって接

近して来るＡ船を見て走錨していると思った。 

 船長Ｂは、Ａ船が次第にＢ船の方に近づいて両船間の距離が約 

４０ｍになったとき、衝突の虞を感じたので、Ｂ船のアンカーロープ
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を見たが、緊張しており、Ｂ船が走錨していないことを確認した。 

 船長Ｂは、Ａ船の走錨が途中で止まるかもしれないと思い、状況を

観察していたが、両船間の距離が約１５ｍになったとき、確実に衝突

すると感じ、Ｂ船のアンカーロープが緊張していたので、錨を揚げる

には時間が足りず、また、船外機を使用してＢ船を前進させれば、Ａ

船の走錨する速力が速いため、衝突した場合に被害が増大すると考

え、船外機を使用せず、船首甲板でＡ船の動静を見守った。 

 Ｂ船は、１９時４０分ごろ船首とＡ船の左舷中央部付近とが衝突

し、船長Ｂが、船首甲板に立って手足でＡ船を押したものの、更に圧

流されたＡ船に押されてＢ船の向きが変わり、右舷がＡ船の左舷に添

う形となった。 

 船長Ｂは、はさみでＢ船のアンカーロープを切断し、船外機を操作

してＡ船から離れ、本件ヨットハーバーに向けて航行を行い、２０時

００分ごろ着いた。 

 船長Ａは、衝突後に無線で会社へ衝突した旨の連絡を入れ、風が息

をしてアンカーロープが緩んだときに船尾方のアンカーロープを外し

て湖に放ち、クラッチを前進に入れて右舵を取り、続いて船首方のア

ンカーロープも外してほかの船がいない沖に移動し、風雨が収まらな

いため、しばらく待機していたが、やがて風が収まってきたことを認

め、２０時４０分ごろ下諏訪港に着岸して乗客を下船させた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、 

諏訪特別地域気象観測所の８月１５日における気象観測値 

時刻 
降水量 風向・風速(m/s) 

(mm) 平均 風向 最大瞬間 風向 

17:00 4.0  6.8  WNW 13.5  WNW 

17:10 5.5  5.7  NNW 8.8  NNE 

17:20 1.5  3.6  S 7.5  NE 

17:30 0.0  3.5  SW 4.6  SW 

17:40 0.0  2.1  SW 3.6  SSW 

17:50 0.0  2.1  N 2.9  N 

18:00 0.0  1.1  SSE 2.1  WSW 

18:10 0.0  1.7  WNW 2.7  W 

18:20 0.0  1.9  NW 2.6  NW 

18:30 0.0  2.1  NNW 2.9  NNW 

18:40 0.0  2.2  W 4.0  W 

18:50 0.0  3.4  W 4.4  W 

19:00 0.0  4.1  WNW 5.2  NW 

19:10 0.5  4.6  NW 5.7  NNW 

19:20 2.5  5.0  NW 7.0  NW 
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19:30 4.5  7.6  NW 12.2  MW 

19:40 17.5  12.5  NW 18.7  NW 

19:50 8.5 10.9 NW 16.0 NW 

20:00 14.5 13.3 NW 27.4 WNW 

20:10 9.0 8.5 NNW 16.3 NNW 

20:20 10.0 4.8 NNW 14.5 NNW 

20:30 14.5 5.4 NW 11.7 NW 

20:40 5.0 4.7 NNW 8.0 NNE 

 諏訪市には、１６時２０分に大雨警報、洪水警報及び雷注意報が発

表され、本事故当時も継続していた。 

 その他の事項 船長Ａは、Ａ社の運航管理者を兼務していた。 

船長Ａは、前日及び当日朝のテレビの天気予報及びインターネット

の情報から、夜になれば、雨が降ることを予測していた。 

 Ａ船は、フリュークの長さが約１８cm、ストックの長さが約９０cm

のストックアンカーを船首及び船尾共に１つずつ装備していたが、キ

ャプスタンを装備しておらず、錨の操作を手で行っていた。 

 Ａ船は、錨泊中、航海灯、停泊灯、船尾灯、作業灯などを表示し、

乗客が行動できるように客室内のダウンライトを花火を見ることが可

能な程度の光量に調整を行い、点灯していた。 

船長Ａは、平成７年７月から本船の船長職に就き、錨を使用するの

が、年に２回行われる花火大会のみであり、約５年前に一度、Ａ船で

の走錨を経験していたものの、本事故当時、Ａ船が装備していた汽笛

を使用することを思い付かなかった。 

 船長Ａ及び機関長は、衝突するまでＢ船に気付かなかった。 

Ｂ船の錨は、重量が約１０kgのダンフォース型であった。 

Ｂ船は、両色灯、船尾灯及び停泊灯を表示し、キャビン内にエアホ

ーンを所持していたが、船長Ｂは、本事故当時、使用しなかった。 

船長Ｂは、出港前に大雨が降るという情報を天気予報から入手して

おり、また、仲間の船とも情報を交換していた。 

船長Ｂは、諏訪湖でのヨットの経験を約８年有していたが、本事故

当日、本件ヨットハーバーを出港後に嵐になることは予測しなかっ

た。 

船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船及びＢ船は、大雨警報、洪水警報及び雷注意報が発表されてい

る状況下、初島西方沖で錨泊中、Ａ船が走錨したものの、船長Ａが、

風下で錨泊中の旅客船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかっ
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たことから、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船の走錨を認め、動静を観察したものの、船外機を使

用してＢ船を前進させれば、衝突した場合に被害が増大すると思い、

錨の操作、船外機の使用などの衝突を避けるための動作をとらなかっ

たことから、Ｂ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が初島西方沖で錨泊中、Ａ船が走錨

してＢ船に向けて圧流されたものの、船長Ａが見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが衝突を避けるための動作をとらなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・気象に関する詳細な情報を入手し、大雨警報、洪水警報及び雷注

意報が発表されているような状況では、出港を中止することが望

ましい。 

・錨泊する際は、船体の特性を考慮し、走錨の危険を考慮して十分

な長さの錨鎖を用意すること。 

・錨泊中は、常時適切な見張りを行い、走錨して他の錨泊船と衝突

する虞があるときは、汽笛等を使用して注意喚起信号を行うとと

もに、早期に衝突回避措置を採ること。 

 


